
１． 知事の政治姿勢について 

（１） 人口減少・少子化対策 

  ③女性が仕事と子育てができる職場環境の整備 

厚生労働省によると2021年の育児休業

取得率は、女性 85.1％、男性 13.97％と、

男性の育児休業取得はまだまだ低いもの

の、一見女性の育児休業は進んでいるよう

に見えます。しかしながら、女性の育児休業

取得率はあくまで在職中に出産した女性に

占める育児休業取得の割合であり、出産前

に退職した女性は算定の対象となっていません。国立社会保障・人口

問題研究所の調査によると、第 1 子出産前後で、女性の正社員の約

2割、パート・派遣の方の約6割が退職していることとなっています。 

厚労省のアンケートによると、妊娠判明当時仕事を辞めた理由とし

て最も多かったのは、「仕事と育児の両立の難しさ」となっており、具

体的な理由としては「勤務先に育児との両立を支援する雰囲気がな

かった」、「自分の気力・体力がもたなそうだった」などとなっていま

す。このように、出産期の女性の就業継続には、職場の状況が大きく

影響していることがわかります。 

正規非正規を問わず、出産した女性が育休を取得し、子育てがで

きる職場環境の整備を進めるとともに、男性の育児休業取得を促進

することが必要と考えますが、県の取り組みについて伺います。 

また有期の非正規雇用については、生まれてくる子が 1歳 6か月

 



になるまでの間に労働契約が満了にならないことという要件がある

ものの、育休制度の対象となる道が開けています。企業にどのように

周知されているのかお答えください。 

 

【服部知事の答弁】 

 県では、企業のトップ自らが仕事と子育ての両立を応援する取組を宣言し、

実行する「子育て応援宣言企業」登録制度を通じて、働く女性が出産、育児の

ため退職することなく働き続けることができる職場環境づくりや男性の育児

休業取得を促進しており、現在 8, 366 社登録されています。 

加えて、男性の育児休業については、昨年度はフォーラムの開催、今年度は

テレビ番組等での先進的な企業の取組を紹介することとしています。 

非正規雇用の方の育児休業制度については、福岡労働局と共催で、企業の代

表者や人事・労務担当者を対象に、制度や助成金等の研修会を開催するととも

に、子育て応援宣言企業のホームページやメルマガを活用し、周知に努めてい

るところです。 


